
建築関係共通（R4.8版）　

○ ※ 建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。
※ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。

Ⅰ　工事概要 ○ 適用基準等 ・ 共通仕様書（土木工事編）　　　　　（福島県土木部） ※ 建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。
※

1　工事名称 ※ ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針　　　 ○ 設計ＧＬ ※ 図示による。 ＢＭ± （ ）
・ 建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会） （ 適用工種 ・ 全工程 ・ 一部工種 （ JASS ） ）

※ 建築関係工事における週休２日促進工事試行要領 ※ 建築・設備工事における入札時積算数量書活用方式試行要領 ○
2　工事場所 ※ 工事書類チェックリスト （福島県土木部） ※ 建築関係工事における情報共有システムの運用

※ 建設キャリアアップシステム活用工事実施要領 ○ 他工事との取合い 工事区分 別表－１　による。
3　建物概要 施工図 設備機器の設置、取合いなどが検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。

○ 施工条件 ・ 下記以外は図示等による。
工事車両の駐車場　　　　（ ※ 構内 ・ （ ） ） ○ 建築材料 ホルムアルデヒド放散量　 ※ Ｆ☆☆☆☆又は規制対象外
資材置き場 （ ※ 構内 ・ （ ） ） 設備機器等
建設発生土（埋戻し、盛り土用）の仮置場所 （ ※ 構内 ・ （ ） ）

○ 工事実績データの 工事請負代金が500万円以上の場合は適用する。 ○ 電気工事士 電気工事士法の適用除外となっている最大電力５００ｋｗ以上の需要設備の工事においても、第１種電気工事士により
作成、登録 施工を行う。

○ 技能士 ※ 適用する ・ 適用しない ○ 火災保険等 火災保険 ※ 適用する （ ※ 保険期間：工期＋14日 ・ 適用しない ）
※ 加入時期 （ ・ 躯体及び建方完了時 ・ 着手日（現場施工に着手する日）

鉄筋工事（鉄筋施工、鉄筋組立て作業） ・ ・ ( ) ・ ・ 法定外の労災保険の付保
コンクリート工事（型枠施工） ・ ・ ( ) ・ ・ ※ 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
鉄骨工事（とび） ・ ・ ( ) ・ ・

ブロック、ALCパネル工事、PCカーテンウォール工事 ・ ・ ( ) ・ ・ ○ 官公庁への 関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて請負者がこれを代行し、これに要する費用は受注者の負担とする。
　（ﾌﾞﾛｯｸ建築、ALCﾊﾟﾈﾙ施工、ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工、ｻｯｼ施工、ｶﾞﾗｽ施工） 諸手続き等 ただし、特記ある事項は別途とする。
防水工事（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業、合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業、 ・ ・ ( ) ・ ・

             塗膜防水工事作業、シーリング防水工事作業）　　　　　　 ○ 概成工期 ・ 総合試運転調整を行う期間を設けること。
※詳細は工事概要書による。 石工事（石材施工（石張り施工）） ・ ・ ( ) ・ ・ 調整期間は、（ ・ 日 間 ・ （ ） ）

タイル工事（タイル張り） ・ ・ ( ) ・ ・ ・ 設備への電源供給開始時期。
４　電気設備工事概要 木工事（建築大工） ・ ・ ( ) ・ ・ 供給開始時期　 （ ・ 契約工期末の 日前 ・ （ ） ）

木造工事（建築大工） ・ ・ ( ) ・ ・ 供給対象設備 （ ・ 熱源機器類 ・ 空気調和設備機器類 ・ ポンプ類 ・ 自動制御設備類 ）
（ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない　　○印を付けたものが該当項目となる ） 屋根及びとい工事（建築板金（内外装板金作業）） ・ ・ ( ) ・ ・ （ ・ （ ） ・ （ ） ）

配電盤 ・ 屋内用 ・ 屋外用 ・ キュービクル式配電盤 ・ 高圧スイッチギヤ 金属工事（内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）） ・ ・ ( ) ・ ・ （ ・ （ ） ・ 工事等受注者間での調整による ）
設備容量 ・ 変圧器総容量 （ ） ｋVA ・ 左官工事（左官） ・ ・ ( ) ・ ・

・ 直流電源装置 （ ・ 非常用照明電源、受変電設備制御電源共用 ・ 受変電設備制御電源専用 ・ 非常用照明電源専用 ） 建具工事（サッシ施工、ガラス施工、自動ドア） ・ ・ ( ) ・ ・ ・ 建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥＬＳ）の申請書作成及び申請手続き ・ 行う ・ 行わない
・ 交流無停電電源装置 用途 （ ） 容量 （ ） ｋW 塗装工事（塗装（建築塗装作業）） ・ ・ ( ) ・ ・ ※ 分離発注の場合は、 ※ 建築 ・ （ ） 工事受注者が、申請書作成及び手続き業務を行う。

（UPS） 内装工事（プラスチック床仕上げ工事作業、ボード仕上げ工事作業、 ・ ・ ( ) ・ ・ 分離発注の場合は、申請書作成者へ申請に必要な書類を提出すること。
原　動　機 （ ） 　　　　　　 表装（壁装作業）、畳工） 建築物にＢＥＬＳ表示を行う。
発　電　機 （ ） 相 （ ） 線式 電圧 （ ） V ５０HZ 植栽工事（造園） ・ ・ ( ) ・ ・ ※ ＢＥＬＳ表示は、申請書作成及び手続きを行う受注者が行う。
定格出力 （ ） kVA 配管工事（配管） ・ ・ ( ) ・ ・ 表示は、 （ ） （ ） とする。
・ 太陽光発電装置 太陽電池アレイ公称出力 （ ） kVA 保温工事（熱絶縁施工） ・ ・ ( ) ・ ・

冷凍空気調和機器施工（冷凍、冷却及び空気調和機器の据付及び整備） ・ ・ ( ) ・ ・ ○ ※ 本工事の発注方式は　（　 ○ 受注者希望方式 ・ 発注者指定方式　）
・ （ ） 発電装置 （ ） kVA ダクト製作及び取付（建築板金施工） ・ ・ ( ) ・ ・ 当初積算時に４週６休以上７休未満を確保した場合の補正を行っている。

※作業数量が少量の場合には、適用の有無について監督員と協議することができる。
○ ※ 本工事は「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。

管理点数 （ ） 点 ○ イメージアップ ・ 適用する ※ 適用しない ・ 仮囲いの美化 ・ フラワーボックスの設置 ・ 夜間照明設備
管理対象 ・ 電力設備 ・ 発電設備 ・ 防災設備 ・ 給排水衛生設備 ・ 空気調和設備

・ 昇降機設備 ・ （ ） ・ （ ） ・ （ ） ・ （ ） ○ 発生材の処理 ・ ）
・ 引き渡しを要するもの （ ）
・ 現地において再利用化を図るもの ○ ※本工事は「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用計上対象工事」とする。

５　機械設備工事概要

（ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない　　○印を付けたものが該当項目となる ） ・ 情報共有システム 本工事は、「情報共有システム」利用の対象工事である。 なお、対象工事で無い場合でも協議の上、利用は可能とする。
・ ダクト方式 （ ・ 中央 ・ 各階ユニット ） ・ ＦＣＵ方式 ・ ・ 建設副産物の処理方法
・  ＦＣＵ＋ダクト併用方式 ・ パッケージ方式 ・ ○ 建設キャリアアップ 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。
・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ マルチパッケージ型空気調和機 システム（CCUS） 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。
・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ パッケージ型空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空調調和機 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 発注者指定型　）である。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ○ その他 本工事の施工にあたって資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、
機械換気 （ ・ 有 ・ 無 ） ・ ・ ・ ・ 工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。
機械排煙 （ ・ 有 ・ 無 ） ・ ・ ・ ・
・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ・ ・ ・ ・
・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 （ ・ 上水 ・ 井水 ・ 中水 ）

・ ポンプ直送方式 （ ・ 上水 ・ 井水 ・ 中水 ） ・ 増圧ポンプ方式 ・ 蛍光ランプ、水銀ランプの処理方法 ○ 仮囲い ・ 波形鉄板 ※ 万能板塀 ・ 単菅＋シート張り
建物内の汚水と雑排水 （ ・ 分流 ・ 合流 ） ・ キャスターゲート ・ シートゲート ・ （ ）
ポンプ排水 （ ・ 有 （ ・ 湧水 ・ 雨水 ・ 雑排水 ・ 汚水 ） ・ 無 ）

汚水放流先 （ ・ 公共下水道 ・ し尿浄化槽 ） ・ ・ ○ 2 危険防止 ※ シート張り ・ 金アミ ・ （ ）
雑排水放流先 （ ・ 公共下水道 ・ し尿浄化槽 ・ 側溝 ） ・ ・
・ （ ・ １号 ・ ２号 ） ・ 屋外消火栓 ・ ・ ○ 3 足場 ・ 本工事 （ ※ 内部足場 ※ 外部足場 ・ 基礎足場 ・ コンクリート打設足場 ）
・ 連結送水 ・ 連結散水 ・ 泡消火 ・ スプリンクラー ・ ハロゲン化物消火 ・ なお、本工事で設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で別契約の関係受注者等に使用させること。　
・ 二酸化炭素消火 ・ 新ガス系消火 ・ フード等用簡易自動消火 ・ 消火器 ・
・ 都市ガス （ MJ/Nm3　） ○ 監督員事務所 ・ 設ける （ m2程度 ） ※ 設けない ・ 別途 （ 別契約の関係受注者が設置した足場、桟橋、作業構台の類は、無償で使用できる。　）
・ 液化石油ガス ・ ・ ・ 別途建築工事による

○ 工事用表示板 ※ 適用する ・ 適用しない 〔県：第1編 図1.3.1〕

○ 施工歴標 ※ 適用する （ ・ 設置は建築工事とする ） ・ 適用しない 〔県：第1編 図1.3.2〕
Ⅱ　工事仕様

○ 色彩計画 ※ 色彩計画あり　（ ・ 図示 ・ 監督員との協議による ） ・ 色彩計画無し
1 図面及び本特記仕様書に記載無き事項は、次による。

○ 使用材料等 使用材料の製造所、製品及び施工業者等は特記されたもの又は同等以上とする。 ○ 4 工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる （ ※ 有償 ・ 無償 ） ※ 利用できない
※ 「福島県建築関係工事共通仕様書」（福島県土木部） ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。
※ 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成３１年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） また、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」により評価された海外製造の建築材料・設備機材等についても同様扱いとする。 ○ 5 工事用電力 構内既存の施設  ・ 利用できる （ ※ 有償 ・ 無償 ） ※ 利用できない
※ 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成３１年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
※ 「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成３１年版）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ○ 特別な材料の工法 共通仕様書等に記載されていない特別な材料の工法は、監督員の承諾を受けて、当該製品の指定工法による。 ○ 6 工事用進入路 ・ 仮設道路造成 ・ （ ）

※ 「建築工事標準詳細図」（平成２８年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修） ○ 風荷重等 ※ 建築基準法に基づき定められた風速　（Ｖ0） ( m/sec ） ○ 7 ベンチマーク 設置方法 ※ コンクリート杭 ・ 固定物 ・ （ ）
※ 「公共建築設備工事標準図」（電気設備工事編）（平成３１年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） ※ 建築基準法に基づき定められた積雪荷重 （ ）
※ 「公共建築設備工事標準図」（機械設備工事編）（平成３１年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） ※ 地表面粗度区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ○ 8 交通誘導警備員 ※ 置く （ 計 人 ） ・ 置かない ・ 置く期間 （ ）

指定路線 ※ 該当無 ・ 該当有 〔県：第1編 1.2.12〕
・ 「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（平成３１年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） ○ 記録報告 工事履行報告書は、下記により提出する。
・ 「公共建築改修工事標準仕様書」（電気設備工事編）（平成３１年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） １） 報告時期 ※ 毎月１回 ・ 監督員の指示 ・ 9 仮設備関係 仮設備の設置条件
・ 「公共建築改修工事標準仕様書」（機械設備工事編）（平成３１年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 使用期間及び借地条件 ※ 図面による ・ その他 （ ） ・ 別途協議

転用回数 （ ） 回
・ 「公共建築木造工事標準仕様書」(平成３１年版) (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 兼用 ・有り （図面による） ※ 無し
・ 「建築物解体工事共通仕様書」(平成３１年度版) (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ○ 電子納品 電子成果品は、福島県電子納品ガイドライン（営繕工事編）により納品を行う。 仮設物の構造及び施工方法の指定

対象書類 （ ※ 工事写真 ・ 施工計画書 ※ 完成図 ・ その他（ ）） 構造及び設計条件 ※ 図面による ・ その他 （ ） ・ 別途協議
・ （ ） ※ 検査用機器（パソコン、モニター等）は、受注者が準備する。 施工方法 （ ）

その他 （ ）
なお、公共住宅建設にあっては、次を併せて適用する。
※ 「公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年度版）」（公共住宅事業者等連絡協議会編集） ※ 工事写真のサムネイル一覧を提出する。

2 項目は、番号の前に○印 、または番号に○印の付いたものを適用する。適用しない項目等は斜線、・印、または無印とする。 ○ 完成時の提出書類 完成図書 （ ※ 提出する ・ 提出しない ） ・ 黒表紙(金文字入) A4版（１部） ※ ハードファイルA4版（１部） ○ 埋戻し及び盛土 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 （3.2.3）（表3.2.1）
建築物の保全に関する書類 （ ※ 提出する ・ 提出しない ） ハードファイルA4版（１部）

3 特記事項は、○印 の付いたものを適用する。 完成図 （ ※ 提出する ・ 提出しない ） Ａ２版、Ａ３版２つ折り製本（各１部） ○ 建設発生土の処理 ※ 構外指示の場所 （3.2.5）
○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ＣＡＤデータ、PDFデータ（１式） （ ※ 提出する ・ 提出しない ） 搬出先の名称 ( )
○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。 （※ＣＡＤデータ提出の場合には、オリジナルCADデータも提出のこと。） 搬出先の所在地 ( 字 ）
※印を適用しない場合は、 ・ に変えること。 （※PDFデータとは、ＣＡＤデータをPDF形式で保存したもの。） 搬出先での処置 ( ・ 敷きならし　 ※ たい積　 )

運搬距離 （  ) km
4 形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。 ○ 第2編〔建築工事〕1.1.6〔完成図等〕によるほか、下記による

施工計画書を除く） 種類及び記入内容 なお、受注後、搬出や搬出費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。
5 各章の特記事項欄にある〔県：　　〕と表示されているものは、「建築関係工事共通仕様書」を示し、（　　）書きは「公共建築工事標準仕様書」、

〔　　　〕書きは「公共建築改修工事標準仕様書」の章・節・項番号である。
搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。

6 本特記仕様書に選択項目がない場合は、空欄等に仕様を記載する。
○ ※ 有 ・ 無 ・ 構内指示の場所 ( ・ 敷きならし　 ・ たい積　 )

○ 工事検査 提出写真 ※
工事検査に際し、下記により写真を監督員に提出する。

処理方法（場所・形状等） 排水計画 場内維持等

※

※
※ 上記以外の必要写真は、監督員の指示による。
※ 撮影は福島県土木部制定「建築設備工事写真管理基準」による。

（１）
（２）
（３） 本工事の発注方式は（ 受注者希望型

34

完成図（施工図及び

再資源化 中間 最終（一般）

最終（一般）中間 最終（特別管理産業廃棄物）

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止
対策

33

注：積算上の施設（※１）は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。処理施設については、監督員の承諾を得るこ
と。また、処理施設が積算上の施設と異なる場合でも設計変更の対象とはしない。

最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）

32

地　内

福島県建築関係工事特記仕様書　【R４年８月版】 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項
1 建設工事使用機械

等
１ 1

建築工事、電気設備工事、機械設備工事、建築改修工事監理指針　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
21

20

22

(2)

既存部分等への処置 工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補修すること。

2

23

(1)

建　物　名　称 構　造 階　数 延面積　（㎡）
消防法施行令
別表第１区分

備　考 (3)

24
本工事に使用する建築材料、設備機器等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとすること。また、再生資源利用できるも
のを積極的に使用すること。

3 25

一
般
共
通
事
項

1

4
2 適用工事種別 作業の種別 等級区分

全て 1級 １又は２級

26

全て 1級 １又は２級

3

全て

全て 1級 １又は２級

全て 1級 １又は２級

１又は２級4
28

全て 1級 １又は２級

1級

27

全て 1級 １又は２級

契約工期末の
全て 1級 １又は２級

１又は２級

全て 1級 １又は２級

①全て 1級 １又は２級

受電設備
全て 1級 １又は２級

②

全て 1級 １又は２級

全て 1級 １又は２級

1級 １又は２級

(2)
1級

1級 １又は２級

29

全て

電力貯蔵設備 全て 1級 １又は２級

全て

1級 １又は２級

１又は２級

(3)

発電設備

全て 1級 １又は２級

全て

全て

5
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中央監視制御
設備

6 有価物（

1級

全て

サイズ：

建設副産物 処理方法等 備考

材質：

入札時積算数量書活
用方式

積算上の施設名称（※１）

主要熱源機器
再資源化 中間

中間

空気調和方式

建設副産物 処理方法

換　気　設　備

最終（特別管理産業廃棄物）

最終（特別管理産業廃棄物）

再資源化

再資源化 中間 最終（一般）

再資源化 最終（一般）

排　煙　設　備

再資源化 中間 最終（一般） 最終（特別管理産業廃棄物）

最終（特別管理産業廃棄物）

自動制御設備

給　水　設　備

建設副産物 処理方法 積算上の施設名称（※１）
排　水　設　備

蛍光ランプ 中間

ガ　ス　設　備
①供給業者名

水銀ランプ 中間

消　火　設　備

屋内消火栓

7 規模： 備品については、監督員の指示による

9

10

11

12

②種別 ③発熱量

8

内　　　容 　工事履行報告書、工事別工程進度表、主要材料搬入状況、当月の出来高状況、工事状況写真

13

14

添付書類 　月間工程表、各工程の区分毎の社内検査報告書（写真含む）

15

16 (1)

原則モニターのサイズは、２１～２４インチ程度とし、解像度はアスペクト比16:9の場合1920×1080以上、アスペクト比16:10の場
合1920×1200以上とする。

(2)
(3)
(4)

３

17
(1)

種類 記入内容

福 島 県 建 築 関 係 工 事 特 記 仕 様 書

竣工 部数

建 築 士 事 務 所 名

18 設計ＣＡＤデータ貸与

着工前 工事中

１部

○
（○）

福島県○○建設事務所建築住宅課
電話○○○-○○○○　FAX○○○-○○○○

住所　○○市××町△△△１－１

竣工検査
（既済後）

○
○

（○）

19

週休２日促進工事

(1)

設計年：令和○○年○○月 設 計 者 氏 名

既済検査 ○ ○

(2)

地内

受注者は、建設発生土受入地ごとの特定条件に応じて施工しなければならない。

図面番号

一
般
共
通
事
項

仮
設
工
事

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省 基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）の「手す
り先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を
有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。

「手すり先行工法」の足場とは、全層に二段手すりとつま先板（幅木）のある足場をいう。
受注者は、工事着手前に足場の種類及び設置方法等について、監督員と協議すること。

35

30

印 図面名称

1

2

1

１部
（１部）

土

工

事

受注者は、建設発生土処理にあたり　第1編〔建築工事〕1.4.2〔施工計画書〕の記載内容に加えて、以下の事項を施工計画書に記
載しなければならない。
(1)

２

ＢＥＬＳ申請書作成及
び申請手続き

建築関係工事特記仕様書

(1)

(2)

受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を講じなければならない。

(3)

協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法
（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。

工事名称

本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用し
て入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、発注者及び受注者は、入札時積
算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。

(4)

市・郡 町・村 大字


